
20 × 20

Ｑ

．

職

場

づ

く

り

や

現

場

主

義

を

掲

げ

て

い

る

が

。

Ａ

．

持

っ

て

い

る

力

を

最

大

限

発

揮

で

き

る

環

境

を

整

え

て

い

く

。

問

過

去

３

年

間

の

病

休

取

得

者

数

と

早

期

退

職

者

数

は

。

総

務

部

長

原

因

が

精

神

疾

患

に

よ

る

病

休

取

得

者

数

は

、

令

和

２

年

度

が

１

５

人

、

令

和

３

年

度

が

１

６

人

、

令

和

４

年

度

が

１

６

人

。

早

期

退

職

者

数

は

、

令

和

２

年

度

が

７

人

、

令

和

３

年

度

が

１

７

人

、

令

和

４

年

度

が

１

６

人

。

問

危

機

感

を

抱

く

よ

う

な

数

字

と

感

じ

る

が

原

因

の

調

査

、

究

明

は

。

総

務

部

長

病

休

取

得

者

に

つ

い

て

は

、

う

つ

病

の

職

員

が

多

く

、

適

応

障

害

と

い

っ

た

診

断

が

ほ

と

ん

ど

で

あ

る

。

原

因

と
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し

て

は

、

職

場

内

の

人

間

関

係

や

業

務

量

、

様

々

な

業

務

対

応

上

の

プ

レ

ッ

シ

ャ

ー

や

ス

ト

レ

ス

に

よ

る

も

の

が

多

い

と

考

え

る

。

早

期

退

職

者

に

つ

い

て

は

、

転

職

や

体

調

不

良

に

よ

る

も

の

と

考

え

る

。

問

コ

ロ

ナ

禍

に

お

け

る

職

員

の

体

調

管

理

や

メ

ン

タ

ル

ヘ

ル

ス

に

対

す

る

対

応

は

。

総

務

部

長

ワ

ク

チ

ン

接

種

や

国

の

経

済

対

策

、

コ

ロ

ナ

の

臨

時

交

付

金

を

活

用

し

た

新

た

な

事

業

な

ど

の

緊

急

的

な

対

応

、

又

は

分

散

勤

務

な

ど

を

行

い

、

環

境

の

変

化

に

ス

ト

レ

ス

を

感

じ

た

職

員

も

い

た

と

感

じ

て

い

る

。

部

次

長

及

び

課

長

に

調

査

を

依

頼

し

、

分

析

結

果

を

踏

ま

え

対

応

方

法

に

つ

い

て

の

相

談
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と

情

報

共

有

を

行

っ

た

。

問

公

務

員

に

は

人

権

尊

重

の

意

識

が

強

く

求

め

ら

れ

て

い

る

。

特

に

人

権

侵

害

に

お

い

て

は

、

業

務

執

行

に

大

き

な

影

響

を

与

え

る

行

為

だ

と

考

え

る

。

職

場

内

で

の

ハ

ラ

ス

メ

ン

ト

の

実

状

に

つ

い

て

の

把

握

は

行

っ

て

い

る

の

か

。

総

務

部

長

近

年

、

ハ

ラ

ス

メ

ン

ト

に

関

す

る

相

談

、

報

告

は

受

け

て

い

な

い

。

産

業

医

に

よ

る

相

談

窓

口

や

外

部

委

託

の

相

談

窓

口

を

設

置

し

て

お

り

、

継

続

し

て

体

制

を

整

え

て

い

る

。

問

み

ど

り

市

の

ハ

ラ

ス

メ

ン

ト

に

関

す

る

条

例

を

制

定

す

る

考

え

は

。

総

務

部

長

令

和

３

年

１

月

に

本

市

の

職

場

に

お

け

る

ハ

ラ

ス
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メ

ン

ト

の

防

止

な

ど

に

関

す

る

規

程

を

制

定

し

た

。

現

状

で

は

、

現

在

の

規

程

を

し

っ

か

り

運

用

し

て

い

き

た

い

。

問

市

長

は

、

風

通

し

の

よ

い

職

場

づ

く

り

や

現

場

主

義

を

掲

げ

て

い

る

が

、

現

状

で

の

お

考

え

は

。

市

長

市

民

サ

ー

ビ

ス

を

向

上

し

て

い

く

た

め

に

、

職

員

が

持

っ

て

い

る

力

を

最

大

限

発

揮

で

き

る

環

境

を

整

え

て

い

く

こ

と

が

最

も

重

要

だ

と

思

っ

て

い

る

。

私

が

掲

げ

て

い

る

風

通

し

の

よ

い

職

場

づ

く

り

を

行

う

こ

と

が

、

市

長

と

し

て

の

責

務

で

あ

る

と

考

え

て

い

る

。


